
志木市ＮＰＯ法人ホップ・ステップ・ジャンプ助成金 
 

 ＮＰＯ法第１２条１項に基づき、志木市が認証して設立したＮＰＯ法人が行う事業に対し、

助成金を交付することで、法人の継続的かつ安定的な活動と自立を促進します。 

 

                  ジャンプ！ 

            ステップ 
     ホップ 

 

 

 

 

 

          １年目    ２年目    ３年目 

助成期間３年間   20万円   20万円    10万円 

助成率２／３以内 （限度額）  （限度額）   （限度額） 

 

★ 市の同一会計年度（４月１日～３月３１日）の中で、申請～交付の手続きを行います。 

（例）７月に NPO法人登記（設立）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 概算払請求により助成金を交付します。 

 

 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 の 事 業 

助成の効果 
助成の効果 

 

助成の効果 
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